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項　　　目 令和元年度 令和２年度

受 取 利 息 の 増 減 △ 10,855 13,408

支 払 利 息 の 増 減 △ 5,475 △ 13,610

受取利息および支払利息の増減 （単位：千円）

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性

　私は当組合の令和２年４月１日から令和３年３

月31日までの第58期の事業年度における貸借対

照表、損益計算書及び剰余金処分計算書の適正性、

及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認い

たしました。

　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月18日

　　　　秋田県信用組合

　　　　　　理事長　�z���›�y�����‰

　当組合は、協同組合による金融事業に関する法律

第５条の８第３項に規定する「特定信用組合」に

該当しておりますので、「貸借対照表」「損益計算書」

「剰余金処分計算書」等につきましては、会計監査

人である「鈴木崇大公認会計士」および「三浦佑

一郞公認会計士」の監査を受けております。

法定監査の状況

総資産利益率 （単位：％）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

総 資 産 経 常 利 益 率 0.19 0.22

総資産当期純利益率 0.12 0.16

（注）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務保証見
返を除く）平均残高×100

総資金利鞘等 （単位：％）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

資金運用利回（a） 1.63 1.56

資金調達原価率（ｂ） 1.38 1.29

総資金利鞘（ａ－ｂ） 0.25 0.27

地域創生・地域活性化・地域貢献

項　　　目 令和元年度 令和２年度

業 務 純 益 399,036 299,425

業務純益 （単位：千円）

●しんくみ保証優良組合表彰（R2.7.21）
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資金の調達と運用
資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

科　　目 年度 平均残高 利　　息 利回り

資 金 運 用
勘 定

Ｒ元年度 97,376
百万円

1,592,778
千円

1.63
％

Ｒ２年度 102,330 1,606,186 1.56

う ち
貸 出 金

Ｒ元年度 56,759 1,432,620 2.52

Ｒ２年度 61,151 1,432,376 2.34

う ち
預 け 金

Ｒ元年度 28,368 28,816 0.10

Ｒ２年度 28,610 27,805 0.09

う ち
有価証券

Ｒ元年度 11,890 120,480 1.01

Ｒ２年度 12,210 135,458 1.10

科　　目 年度 平均残高 利　　息 利回り

資 金 調 達
勘 定

Ｒ元年度 93,482
百万円

43,333
千円

0.04
％

Ｒ２年度 98,216 29,723 0.03

う ち
預金積金

Ｒ元年度 89,410 43,333 0.04

Ｒ２年度 97,538 30,337 0.03

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（R元年度3百万円、R2年度3百万
円）を、それぞれ控除して表示しております。

（注）資金調達勘定の利息は借用金利息（R2年度613千円）を控除して表示し
ております。

１店舗当りの預金および貸出金残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

1 店 舗 当 り の 預 金 残 高 5,850 6,207

1店舗当りの貸出金残高 3,932 4,090

預貸率および預証率 （単位：％）

区　　　分 令和元年度 令和２年度

預 貸 率
（期　　末） 67.21 65.89

（期中平均） 63.48 62.69

預 証 率
（期　　末） 13.69 14.05

（期中平均） 13.29 12.51職員1人当りの預金および貸出金残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

職員1人当りの預金残高 702 738

職員1人当りの貸出金残高 471 486

資金の調達
預金種目別平均残高 （単位：百万円､％）

種　　　目
令和元年度 令和２年度

金　額 構成比 金　額 構成比

流 動 性 預 金 23,589 26.4 31,559 32.4

定 期 性 預 金 65,821 73.6 65,979 67.6

譲 渡 性 預 金 - - - -

そ の 他 の 預 金 - - - -

合 計 89,410 100.0 97,538 100.0

預金者別預金残高 （単位：百万円､％）

区　　　分
令和元年度末 令和２年度末

金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 73,885 84.2 76,563 82.2

法 人 13,864 15.8 16,547 17.8

一 般 法 人 11,694 13.3 15,077 16.2

金 融 機 関 0 0.0 1 0.0

公 金 2,169 2.5 1,469 1.6

合 計 87,750 100.0 93,111 100.0

定期預金種類別残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度末 令和２年度末

固 定 金 利 定 期 預 金 59,024 57,300 

変 動 金 利 定 期 預 金 7 7 

そ の 他 の 定 期 預 金 331 306 

合 計 59,362 57,613 
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資金の運用

貸出金使途別残高 （単位：百万円､％）

貸出金種類別平均残高 （単位：百万円､％）

種　　　目
令和元年度 令和２年度

金　額 構成比 金　額 構成比

割 引 手 形 287 0.5 205 0.3 

手 形 貸 付 3,315 5.8 2,314 3.8 

証 書 貸 付 49,133 86.6 54,965 89.9 

当 座 貸 越 4,023 7.1 3,665 6.0 

合 計 56,759 100.0 61,151 100.0 

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額（単位：百万円､％）

区　　　　　分 金　　額 構成比 債務保証見返額

当組合預金積金
令和元年度末 611 1.0 0 

令和2年度末 534 0.9 4 

有 価 証 券
平成元年度末 - - -

令和2年度末 - - -

動 産
令和元年度末 11 0.0 -

令和2年度末 11 0.0 -

不 動 産
令和元年度末 24,849 42.1 -

令和2年度末 24,565 40.0 -

そ の 他
令和元年度末 10 0.0 91 

令和2年度末 9 0.0 152 

小 計
令和元年度末 25,483 43.2 91 

令和2年度末 25,121 40.9 156 

信用保証協会・信用保険
令和元年度末 7,557 12.8 -

令和2年度末 13,893 22.6 -

保 証
令和元年度末 23,951 40.6 25 

令和2年度末 20,751 33.8 42 

信 用
令和元年度末 1,991 3.3 -

令和2年度末 1,586 2.6 -

合 計
令和元年度末 58,984 100.0 117 

令和2年度末 61,352 100.0 199 

期首
残高

当　期
増加額

当期減少額 期末
残高目的使用 その他

一般貸倒
引 当 金

令和元年度 295 165 - 295 165

令和2年度 165 160 - 165 160

個別貸倒
引 当 金

令和元年度 1,620 1,710 62 1,558 1,710

令和2年度 1,710 1,633 154 1,555 1,633

合 計
令和元年度 1,916 1,875 62 1,853 1,875

令和2年度 1,875 1,793 154 1,720 1,793

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円､％）

区　　　分
令和元年度末 令和２年度末

金　　額 構成比 金　　額 構成比

運 転 資 金 31,038 52.6 33,462 54.5 

設 備 資 金 27,946 47.4 27,890 45.5 

合 計 58,984 100.0 61,352 100.0 

区　　　分 令和元年度末 令和２年度末

固 定 金 利 貸 出 27,861 30,526

変 動 金 利 貸 出 31,123 30,826

合 計 58,984 61,352

貸出金金利区分別残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和元年度 令和２年度

貸 出 金 償 却 額 - -

貸出金償却額 （単位：百万円）

業　種　別
令和２年度末

金　額 構成比

製 造 業 3,162 5.15 

農 業 、 林 業 808 1.31 

漁 業 27 0.04 

鉱業、採石業、
砂 利 採 取 業 85 0.13 

建 設 業 6,310 10.28 

電気、ガス、熱
供 給 、水 道 業 1,797 2.92 

情 報 通 信 業 44 0.07 

運 輸 、郵 便 業 1,451 2.36 

卸売業、小売業 5,236 8.53 

金 融・保 険 業 3 0.00 

不 動 産 業 10,980 17.89 

物 品 賃 貸 業 14 0.02 

学術研究、専門、
技術サービス業 792 1.29 

宿 泊 業 280 0.45 

飲 食 業 1,175 1.91 

生 活 関 連 サ ー
ビス業、娯楽業 3,482 5.67 

教 育 、 学
習 支 援 業 51 0.08 

医 療 、 福 祉 937 1.52 

その他サービス 7,524 12.26 

そ の 他 の 産 業 666 1.08 

小 計 44,833 73.07 

地 方 公 共 団 体 3,262 5.31 

雇 用 ・ 能 力
開 発 機 構 等 - -

個人（住宅・消
費・納税資金等） 13,256 21.60 

合 計 61,352 100.00

業　種　別
令和元年度末

金　額 構成比

製 造 業 2,821 4.78 

農 業 、 林 業 789 1.33 

漁 業 28 0.04 

鉱業、採石業、
砂 利 採 取 業 86 0.14 

建 設 業 5,712 9.68 

電気、ガス、熱
供 給 、水 道 業 1,814 3.07 

情 報 通 信 業 35 0.05 

運 輸 、郵 便 業 995 1.68 

卸売業、小売業 4,657 7.89 

金 融・保 険 業 3 0.00 

不 動 産 業 10,768 18.25 

物 品 賃 貸 業 19 0.03 

学術研究、専門、
技術サービス業 619 1.04 

宿 泊 業 266 0.45 

飲 食 業 790 1.33 

生 活 関 連 サ ー
ビス業、娯楽業 2,864 4.85 

教 育 、 学
習 支 援 業 35 0.05 

医 療 、 福 祉 1,040 1.76 

その他サービス 7,314 12.39 

そ の 他 の 産 業 742 1.25 

小 計 41,406 70.19 

地 方 公 共 団 体 3,953 6.70 

雇 用 ・ 能 力
開 発 機 構 等 - -

個人（住宅・消
費・納税資金等） 13,625 23.09 

合 計 58,984 100.00

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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区　　　分
令和元年度 令和２年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比

国 債 948 8.0 949 7.8

地 方 債 3,565 30.0 3,585 29.4

短 期 社 債 - - - -

社 債 4,487 37.8 5,179 42.4

株 式 302 2.5 302 2.5

外 国 証 券 1,459 12.3 1,370 11.2

そ の 他 の 証 券 1,127 9.4 823 6.7

合 計 11,890 100.0 12,210 100.0

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

有価証券種類別平均残高 （単位：百万円､％）

区　　　　分 期間の
定めなし 1年以内 1年超

5年以内
5年超

10年以内 10年超

国 債
令和元年度末 0 0 308 411 258

令和２年度末 0 0 715 0 254

地方債
令和元年度末 0 0 104 437 3,311

令和２年度末 0 0 103 549 3,168

短 期
社 債

令和元年度末 - - - - -

令和２年度末 - - - - -

社 債
令和元年度末 0 100 304 728 3,489

令和２年度末 0 0 406 1,831 3,787

株 式
令和元年度末 302 0 0 0 0

令和２年度末 303 0 0 0 0

外 国
証 券

令和元年度末 187 302 293 0 676

令和２年度末 214 0 251 0 709

その他
の証券

令和元年度末 799 0 0 0 0

令和２年度末 109 141 527 0 18

合 計
令和元年度末 1,289 402 1,010 1,576 7,735

令和２年度末 627 141 2,003 2,380 7,937

有価証券種類別残存期間別残高 （単位：百万円）

満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。

満期保有目的の債券

種　　類
令和元年度末 令和２年度末

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　　額 貸借対照表

計　上　額 取得原価 差　　額

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えるもの

国 　 　 債 977 948 28 969 949 20

地  方  債 3,558 3,288 269 3,526 3,281 244

社 　 　 債 3,347 3,217 129 3,941 3,815 125

そ の 他 722 694 28 1,142 1,059 82

小 　 　 計 8,606 8,149 456 9,580 9,106 473

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えないもの

地  方  債 295 300 △ 4 295 300 △ 4

社 　 　 債 1,274 1,302 △ 28 2,082 2,103 △ 20

そ の 他 1,437 1,597 △ 160 719 766 △ 47

小 　 　 計 3,006 3,200 △ 193 3,097 3,169 △ 72

合　　　　　　　　計 11,612 11,349 263 12,677 12,276 △ 401

その他の有価証券 （単位：百万円）

項　　　目
令和元年度末 令和２年度末

貸 借 対 照 表 計 上 額 貸 借 対 照 表 計 上 額

子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 3 3

非 上 場 株 式 299 300

地 　 方 　 債 - -

組 合 出 資 金 99 465

合　　　　　　　　計 402 769
（注）当事業年度中に、次に該当するものはございません。（有価証券勘定）
　　　・売買目的に区分した有価証券　・当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　・当事業年度中に保有目的を変更した有価証券

時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 （単位：百万円）

有価証券の時価､評価差額等に関する事項
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区　　　　分 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率
（D）/（A）

貸倒引当金引当率
（C）/（A-B）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

令和元年度 848 286 562 848 100.00 100.00

令和2年度 919 290 628 919 100.00 100.00

危 険 債 権
令和元年度 2,027 635 1,148 1,784 88.01 82.47

令和2年度 1,929 682 1,004 1,687 87.46 80.60

要 管 理 債 権
令和元年度 267 39 17 57 21.35 7.46

令和2年度 256 33 4 38 15.02 2.14

不 良 債 権 計
令和元年度 3,142 961 1,728 2,690 85.61 79.23

令和2年度 3,105 1,007 1,638 2,645 85.19 78.08

正 常 債 権
令和元年度 56,011

令和2年度 58,491

合　　　計
令和元年度 59,154
令和2年度 61,596

（注）1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更正手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する
債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができ
ない可能性の高い債権です。

　　　3.「要管理債権」とは、「3か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　　4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の

債権です。
　　　5.「担保・保証等(B)」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　　6.「貸倒引当金(C)」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。
　　　7.  金額は決算後（償却後）の計数です。

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円､％）

リスク管理債権及び同債権に対する保全額 （単位：百万円､％）

区　　　　　　　分 残　　　高
（Ａ）

担保・保証額
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

破 綻 先 債 権
令和元年度 140 61 78 100.00 

令和２年度 38 9 28 100.00 

延 滞 債 権
令和元年度 2,725 850 1,632 91.09 

令和２年度 2,806 959 1,604 91.38 

３ か 月 以 上 延 滞 債 権
令和元年度 0 0 0 -

令和２年度 0 0 0 -

貸 出 条 件 緩 和 債 権
令和元年度 267 39 17 21.49 

令和２年度 256 33 4 15.02 

合　　　　　計
令和元年度 3,133 952 1,728 85.54 
令和２年度 3,101 973 1,638 84.19 

（注）1．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第3
号のイ．会社更生法又は、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、ロ．民事再生法の規定による
再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者、ニ．会社法の規定による特別清算開始の申立てが
あった債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

　　　2．「延滞債権」とは、上記1．および債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の
未収利息不計上貸出金です。

　　　3．「3か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上延滞している貸出金（上記1．及び2．を除く）です。
　　　4．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金（上記1．～3．を除く）です。
　　　5．「担保・保証額（B）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
　　　6．「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金

は含まれておりません。
　　　7．「保全率（Ｂ+C）/（Ａ）」は、リスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。
　　　8．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全

てが損失となるものではありません。

管理債権の状況
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自己資本の構成と充実状況
■自己資本調達手段の概要
　当組合の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されています。なお、当組合の自己資本調達手段は普通出資（発行主体：秋田県信用組合）のみであり、
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額は、2,184百万円となります。

■自己資本の構成に関する事項 （単位：百万円）

項　　　　　　　目 令和元年度 令和２年度経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額 4,108 4,236

うち、出資金及び資本剰余金の額 2,180 2,184
うち、利益剰余金の額 1,971 2,095
うち、外部流出予定額（△） 43 43
うち、上記以外に該当するものの額 － 0

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 165 160
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 165 160
うち、適格引当金コア資本算入額 － 0

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － 0
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手
段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － 0

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 30 22

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　（イ） 4,303 4,419
コア資本に係る調整項目　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 12 0 13 0

うち、のれんに係るものの額 － － － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 12 0 13 0

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － － －
適格引当金不足額 － － － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － － －
前払年金費用の額 － － － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － － －
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 － － － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
するものの額 － － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に
関連するものの額 － － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －
特定項目に係る15パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
するものの額 － － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　（ロ） 12 13
自　己　資　本

自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　 （ハ） 4,291 4,406
リスク・アセット等　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 48,575 46,713

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 116 116
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額 116 116
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 2,919 2,880
信用リスク・アセット調整額 - -
オペレーショナル・リスク相当額調整額 - -
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　（ニ） 51,494 49,594

自 己 資 本 比 率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 8.33% 8.88%
（注）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用協同組合及び

信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る
算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準により自己資本比率を算出しております。
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■自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

令和元年度 令和２年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計※1 48,575 1,943 46,713 1,868
①標準的手法が適用されるポートフォリオごと

のエクスポージャー※2 48,110 1,924 46,454 1,858

（ⅰ）ソブリン向け 140 5 154 6
（ⅱ）金融機関向け 5,032 201 5,344 213
（ⅲ）法人等向け 20,424 816 18,888 755
（ⅳ）中小企業等・個人向け 6,576 263 6,222 248
（ⅴ）抵当権付住宅ローン 2,423 96 2,407 96
（ⅵ）不動産取得等事業向け 9,270 370 9,310 372
（ⅶ）3ヵ月以上延滞等 246 9 215 8
（ⅷ）出資等 898 35 770 30
　出資等のエクスポージャー 898 35 770 30
　重要な出資のエクスポージャー 0 0 0 0
（ⅸ）他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普
通出資等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 0 0 0 0

（ⅹ）信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に
係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 356 14 356 14

（ⅺ）その他 2,743 109 2,785 111
②証券化エクスポージャー － － － －
③リスク・ウェイトのみなし計算が摘要されるエクスポージャー 238 9 143 5

　ルック・スルー方式 0 0 0 0
　マンデート方式 0 0 0 0
　蓋然性方式（250%） 238 9 143 5
　蓋然性方式（400%） 0 0 0 0
　フォールバック方式（1250%） 0 0 0 0

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 116 4 116 4
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 0 0 0 0

⑥CVAリスク相当額を8％で除して得た額 － － － －
⑦中央清算機関関連エクスポージャー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク 2,919 116 2,880 115
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 51,494 2,059 49,594 1,983

（注）1．所要自己資本の額=リスク・アセットの額×4%　2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　3．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の
公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。　4．「3ヵ月以上延
滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー
及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが
150%になったエクスポージャーのことです。　5．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹ）に区分されないエクスポージャー
です。具体的には「有形固定資産、無形固定資産」等が含まれます。　6．オペレーショナル・リスクは、当組合
は基礎的手法を採用しています。　7．単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4%

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　　　　　証 クレジット・デリバティブ
令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 330 298 3,083 3,000 - -
①ソブリン向け - - - - - -
②金融機関向け - - - - - -
③法人等向け 26 9 47 0 - -
④中小企業等・個人向け 286 250 2,924 2,897 - -
⑤抵当権付住宅ローン - - 67 74 - -
⑥不動産取得等事業向け 9 38 - - - -
⑦３ヵ月以上延滞等 1 0 0 0 - -
⑧出資等 - - - - - -

出資等のエクスポージャー - - - - - -
重要な出資のエクスポージャー - - - - - -

⑨その他 7 0 44 28 - -
（注）1．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。　2．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会に

より保証されたエクスポージャー）、第46条（株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。　3.「その他」とは、①～⑧に区分されないエクスポージャーです。

信用リスク削減手法に関する事項

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減するための措置で、具体的には、預金担保、有価証券担保、不動産担保、保証、クレジット・デリバティ
ブなどが該当します。
　当組合が扱う担保には、自組合預金積金、有価証券、不動産…等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証…等ありますが、その手
続きについては、組合が定める「事務取扱要綱」等により、適切な事務取扱及び適正な評価を行っております。
　自己資本比率で定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自組合預金積金、上場株式、有価証券…等、保証として信用保証協会保証、政府関係機関保証、
民間保証、その他未担保預金…等、貸出金と自組合預金の相殺として債務者の担保手続きがなされていない定期預金、日本銀行貸出支援基金の活用に係る「全信組連
への預け金」と「全信組連からの借入金」…等が該当します。

■当事業年度中に次に該当する取引、及び該当事項はございません。
　・先物取引、オフバランス取引、金銭の信託（運用目的、満期保有目的及びその他目的）
　・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　・貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　・証券化エクスポージャーに関する事項

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
 　 粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％  

÷8％ 　―――――――――――――――――――――――
 　   直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

金利リスクに関する事項

■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 （単位：百万円）

個別貸倒引当金
貸出金償却

期末残高 期中の増減額
令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度

製 造 業 73 63 △ 2 △ 10 - -
農 業 ・ 林 業 13 - △ 36 △ 13 - -
漁 業 - 10 - 10 - -
鉱業、採石業、砂利採取業 7 9 0 2 - -
建 設 業 282 233 33 △ 49 - -
電気・ガス・熱供給・水道業 599 612 47 13 - -
情 報 通 信 業 - - - - - -
運 輸 、 郵 便 業 6 7 6 1 - -
卸 売 業 、 小 売 業 184 185 60 1 - -
金 融 ・ 保 険 業 - - - - - -
不 動 産 業 237 225 △ 11 △ 12 - -
物 品 賃 貸 業 - - - - - -
学術研究、専門、技術サービス業 - - - - - -
宿 泊 業 0 0 0 0 - -
飲 食 業 198 129 △ 16 △ 69 - -
生活関連サービス業、娯楽業 - - - - - -
教 育 、 学 習 支 援 業 - - - - - -
医 療 、 福 祉 - 112 - 112 - -
そ の 他 サ ー ビ ス 79 26 5 △ 53 - -
そ の 他 の 産 業 - - - - - -
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 - - - - - -
個 人 27 17 2 △ 10 - -
合 計 1,710 1,633 90 △ 77 0 0

（注）1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

■IRRBB：金利リスク （単位：百万円）

ΔEVE ΔNII
令和元年度末 令和２年度末 令和元年度末 令和２年度末

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト 2,065 2,431 0 0 
下 方 パ ラ レ ル シ フ ト 0 0 0 0 
ス テ ィ ー プ 化 1,943 2,034 
フ ラ ッ ト 化
短 期 金 利 上 昇
短 期 金 利 低 下
最 大 値 2,065 2,431 0 0 

令和元年度末 令和２年度末
自 己 資 本 の 額 4,291 4,406 

（注1）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

■定性的な開示事項
　金利リスクとは、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし
損失を被るリスクを指しますが、当組合においては、定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や、SKC-ALMシステム等による定期的な計
測・評価を行い、リスク管理担当部署で検討するとともに、定期的に理事会へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリ
スク・コントロールに務めております。
　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券
及び投資信託、「貸出金」、「預金積金」であります。当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、「協同組合による金
融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に
定める事項（平成十九年金融庁告示第十七号）」において通貨ごとに規定された金利ショックを用いた時価の変動額を市場リス
ク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量分析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に
応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末において、IRRBB基準による上方パラレルシフト

（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00％上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、時価は、2,431百万円
減少するものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりま
せん。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
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■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

令和元年度 令和２年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0 978 9,887 970 16,905 
10 1,294 6,106 1,380 5,393 
20 829 21,086 830 23,260 
35 0 6,999 0 6,949 
50 2,296 1,124 3,209 929 
75 0 10,544 0 10,025 

100 1,876 32,307 2,155 29,367 
150 0 41 0 44 
250 0 43 0 57 

1,250 - - - -
その他 - - - -

合　　　　　　　　　　計 7,275 87,969 8,546 92,933 
（注）1．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。　2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。　3. コ

ア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVA リスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別及び残存期間別） （単位：百万円）

エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３ヵ月以上延滞
エ ク ス ポ ー
ジ ャ ー

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債 券
デ リ バ テ ィ
ブ 取 引

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度
国 内 93,717 100,304 117 199 9,453 10,531 - - 1,139 924
国 外 1,527 1,174 0 0 1,459 1,174 - - 0 0
地 域 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - - 1,139 924
製 造 業 2,864 3,192 8 1 397 795 - - 73 69 
農 業 ・ 林 業 855 938 16 23 0 0 - - 13 0 
漁 業 28 27 0 0 0 0 - - 0 0 
鉱業・砕石業・砂利採取業 86 85 0 0 0 99 - - 0 0 
建 設 業 6,046 6,733 85 156 0 0 - - 334 286 
電気・ガス・熱供給・水道業 1,842 1,839 0 0 1,094 1,012 - - 0 0 
情 報 通 信 業 35 44 0 0 0 199 - - 0 0 
運 輸 業 ・ 郵 便 業 1,012 1,465 0 0 730 731 0 0 
卸 売 業 ・ 小 売 業 4,865 5,434 0 13 0 101 - - 259 254 
飲 食 業 946 1,334 0 3 0 0 - - 24 0 
金 融 ・ 保 険 業 6,340 5,622 0 0 1,261 1,322 - - 0 0 
不 動 産 業 11,096 11,295 0 0 403 601 - - 301 287 
そ の 他 サ ー ビ ス 7,696 7,865 5 0 396 195 - - 92 4 
学術研究、専門・技術サービス業 928 1,083 0 0 0 0 - - 0 0 
生活関連サービス業・娯楽業 3,133 3,743 0 0 100 404 - - 1 0 
個 人 11,600 11,248 1 1 0 0 - - 37 16 
物 品 賃 貸 業 19 14 0 0 0 0 - - 0 0 
宿 泊 266 280 0 0 0 0 - - 0 0 
医 療 、 福 祉 1,040 937 0 0 0 0 - - 0 0 
教 育 、 学 習 支 援 業 35 51 0 0 0 0 - - 0 0 
そ の 他 25,966 28,602 0 0 0 0 - - 2 4 
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 8,534 9,637 0 0 6,529 6,527 - - 0 0 
業 種 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - - 1,139 924 
１ 年 以 下 27,356 17,707 46 87 402 353 - -
１ 年 超 ３ 年 以 下 5,348 8,736 56 86 300 1,123 - -
３ 年 超 ５ 年 以 下 6,114 12,265 5 0 710 535 - -
５ 年 超 ７ 年 以 下 4,774 4,495 0 0 841 1,845 - -
７ 年 超 1 0 年 以 下 8,753 17,254 2 2 735 7,919 - -
1 0 年 超 36,889 35,661 6 22 7,735 214 - -
期間の定めのないもの 1,458 958 0 0 187 0 - -
そ の 他 4,547 4,400 0 0 0 0 - -
残 存 期 間 別 合 計 95,244 101,479 117 199 10,912 11,990 - -

（注）1．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ･バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、
デリバティブ取引を除くオフ･バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　　2．「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　　3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポー

ジャーです。具体的には現金、投資信託（一部）、未決済為替貸、その他の資産の一部、有形無形固定資産、繰延税金資産が含まれます。
　　　4．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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■貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

区　　　　　　　　　分
令和元年度末 令和２年度末

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価
上 場 株 式 等 - - - -
非 上 場 株 式 等 1,396 - 1,347 -
合 　 　 　 　 　 計 1,396 - 1,347 -

（注）1．出資等エクスポージャーには、保有株式（非上場）、投資信託、出資が含まれます。　2．投資信託は複数の資産を裏付としており、上場・非上場の確認が困難であることから非上場株式等に含めて記載しています。

■出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単位：百万円）

区　　　分 令和元年度 令和２年度
売 却 益 - 1
売 却 損 - -
償 　  却 - 1

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

■貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

区　　　分 令和元年度 令和２年度
評 価 損 益 136 270

（注）「貸借対照表で認識され、かつ損益計算書で認識されない評価損益の額」
とはその他有価証券の評価損益です。

出資等エクスポージャーに関する事項

当組合および子会社等の概況

■子会社等の概況

会　社　名 所　在　地 主要業務内容 設立年月日 資本金又は出資金
（百万円）

議決権
所有割合

けんしん元気創生株式会社 秋田市中通6丁目16-11シティ
パレス駅前1階

投資事業組合財産の運用及び管
理に関する業務 平成27年  9月18日 3 100％

秋田元気創生ファンド投資
事業有限責任組合

岩手県盛岡市大通3丁目6番
12号開運橋センタービル 地域活性化に関する投資業務 平成27年10月15日 200 ─

秋田再生可能エネルギー投
資事業有限責任組合

岩手県盛岡市大通3丁目6番
12号開運橋センタービル

木質バイオマスを中心とした再生可
能エネルギー事業に関する投資業務 平成31年  1月11日 105 ─

■連結自己資本比率
　当組合では、子会社は当信用組合グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しい
と認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。

出資 運営・出資
運
営
・
出
資

けんしん元気創生株式会社

秋田県信用組合
秋田元気創生ファンド投資事業有限責任組合

秋田再生可能エネルギー投資事業有限責任組合

■ ご あ い さ つ …………  2
【概況・組織】

1.事 業 方 針 …………  3
2.事 業 の 組 織 ＊ …………  6
3. 役員一覧（理事および監事の氏名・役職名）＊ …………  6
4. 店舗一覧（事務所の名称・所在地）＊ …………35
5.自 動 機 器 設 置 状 況 …………35
6.地 区 一 覧 …………35
7.組 合 員 の 推 移 …………  5

【主要事業内容】
8.主 要 な 事 業 の 内 容 ＊ …………18
9.信 用 組 合 の 代 理 業 者 ＊ … 取扱なし

【業務に関する事項】
10.事 業 概 況 ＊ …………  3
11.経 常 収 益 ＊ …………  4
12.業 務 純 益 …………25
13.経 常 利 益 ＊ …………  4
14.当 期 純 利 益 ＊ …………  4
15.出 資 総 額 、出 資 総 口 数 ＊ …………  4
16.純 資 産 額 ＊ …………  4
17.総 資 産 額 ＊ …………  4
18.預 金 積 金 残 高 ＊ …………  4
19.貸 出 金 残 高 ＊ …………  4
20.有 価 証 券 残 高 ＊ …………  4
21.単 体 自 己 資 本 比 率 ＊ …………  4
22.出 資 に 対 す る 配 当 金 ＊ …………  4
23.職 員 数 ＊ …………  4
【主要業務に関する指標】
24. 業務粗利益および業務粗利益率＊ …………24
25.業 務 純 益 ＊ …………24
26.実 質 業 務 純 益 ＊ …………24
27.コ ア 業 務 純 益 ＊ …………24

28.コア業務純益（除く投資信託解約損益）＊ …………24
29. 資金運用収支、役務取引等収支およびその他業務収支＊ …………24
30. 資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高、利息、利回り＊ …………26
31.資 金 利 鞘 等 ＊ …………25
32.受取利息、支払利息の増減＊ …………25
33.役 務 取 引 の 状 況 …………24
34.経 費 の 内 訳 …………24
35.総 資 産 経 常 利 益 率 ＊ …………25
36.総 資 産 当 期 純 利 益 率 ＊ …………25
【預金に関する指標】
37.預 金 種 目 別 平 均 残 高 ＊ …………26
38.預 金 者 別 預 金 残 高 …………26
39.職 員 1 人 当 り 預 金 残 高 …………26
40.1 店 舗 当 り 預 金 残 高 …………26
41.定 期 預 金 種 類 別 残 高 ＊ …………26
【貸出金等に関する指標】
42.貸 出 金 種 類 別 平 均 残 高 ＊ …………27
43. 担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額＊ …………27
44.貸 出 金 金 利 区 分 別 残 高 ＊ …………27
45.貸 出 金 使 途 別 残 高 ＊ …………27
46.貸出金業種別残高・構成比＊ …………27
47.預貸率（期末・期中平均）＊ …………26
48.職 員 1 人 当 り 貸 出 金 残 高 …………26
49.1 店 舗 当 り 貸 出 金 残 高 …………26
【有価証券に関する指標】
50.商品有価証券の種類別平均残高＊ … 取引なし
51.有価証券の種類別平均残高＊ …………28
52. 有価証券種類別残存期間別残高＊ …………28
53.預証率（期末・期中平均）＊ …………26
【経営管理態勢に関する事項】
54.コ ン プ ラ イ ア ン ス 態 勢 ＊ …………16
55. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容＊ …………17

56.リ ス ク 管 理 態 勢 ＊ …………17
【財産の状況】
57. 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書＊ … 22～24
58.リスク管理債権及び同債権に対する保全額＊ …………29

⑴　破 綻 先 債 権
⑵　延 滞 債 権
⑶　3 か 月 以 上 延 滞 債 権
⑷　貸 出 条 件 緩 和 債 権

59. 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額＊ …………29
60.自己資本の構成と充実状況＊ … 30～34
61. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項＊ …………28
62. 貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊ …………27
63.貸 出 金 償 却 の 額 ＊ …………27
64. 財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について …………25
65.会 計 監 査 人 に よ る 監 査 ＊ …………25
【その他の業務】
66.手 数 料 一 覧 …………19
【その他】
67.ト ピ ッ ク ス …………20
68.当 組 合 の あ ゆ み （ 沿 革 ） …………20
69.総 代 会 …………  5
70.継 続 企 業 の 前 提 の 疑 義 ＊ … 該当なし
71.報 酬 体 系 に つ い て …………20
72.当組合および子会社等の概況 …………34
73.S D G s 宣 言 …………15
【地域貢献に関する事項】
74.地 域 と の つ な が り…   7～12
75. 中小企業の経営の改善及び活性化のための取組状況＊… 13～14
【会計監査法人】
76.会計監査法人の氏名又は名称＊ …………  6

索 引  各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」で規定されております法定開示項目です。

■秋田県信用組合グループの事業系統図



店舗一覧表（事務所の名称・所在地） （自動機器設置状況）（令和3年6月末現在）

店　　名 住　　　　　　　　所 電　　話 ATM
本 部 〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4-5 018-831-3551 －
本 店 〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4-5 018-833-7733 １台
泉 支 店 〒010-0917 秋田県秋田市泉中央五丁目16-23 018-824-1381 1台
土 崎 支 店 〒011-0943 秋田県秋田市土崎港南二丁目3-45 018-845-2339 １台
東 支 店 〒010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼88-1 018-835-2808 １台
手 形 支 店 〒010-0851 秋田県秋田市手形字西谷地166 018-884-1460 １台
鷹 巣 支 店 〒018-3322 秋田県北秋田市住吉町2-10 0186-62-1480 ２台
森 吉 支 店 〒018-4301 秋田県北秋田市米内沢字薬師下83-2 0186-72-4181 １台
合 川 支 店 〒018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野77-6 0186-78-2150 １台
能 代 支 店 〒016-0892 秋田県能代市景林町8-1 0185-54-4166 １台
花 輪 支 店 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字中花輪120-1 0186-23-3260 １台
毛 馬 内 支 店 〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下4-4 0186-35-2291 １台
大 館 支 店 〒017-0844 秋田県大館市字新町69 0186-43-3434 １台
大 館 駅 前 支 店 〒017-0044 秋田県大館市御成町二丁目19-29 0186-44-5111 １台
田 代 支 店 〒018-3505 秋田県大館市早口字弥五郎沢7-3 0186-54-3307 １台
比 内 支 店 〒018-5701 秋田県大館市比内町扇田字下扇田2 0186-55-3088 １台

■店外ATM店

店　　　名 住　　　　　　　　所 ATM
鷹 巣 支 店 た か の す モ ー ル 出 張 所 秋田県北秋田市栄字前綱62-1 １台

〒010-0011　秋田県秋田市南通亀の町4番5号
Tel.018-831-3551  Fax.018-833-2400

https://www.akita-kenshin.jp
E-mail: info@akita-kenshin.jp

地区一覧
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鷹巣支店

合川支店

森吉支店

田代支店
比内支店

大館駅前支店

大館支店

毛馬内支店

花輪支店

能代支店

土崎支店
泉支店

東支店

本店

鷹巣支店

合川支店

森吉支店

田代支店
比内支店

大館駅前支店

大館支店

毛馬内支店

花輪支店

能代支店

土崎支店
泉支店

東支店
手形支店手形支店本店表紙写真について

　ヘアピンカーブに蛇行する米代川
にはさまれて低い山が七つ連なる七
座山（ななくらやま）を、対岸の県
立自然公園きみまち阪から眺望した
ものです。
　「曲げわっぱ」は、秋田民謡の「秋
田音頭」にも謡われており、日本三
大美林の一つである樹齢200年の

「天然秋田杉」を3年間乾燥させ、き
れいで美しい節のない柾目板を材料
に作られた、郷土の工芸品として全
国に知られています。


